
当別町の地域医療のあり方検討会議（第３回会議要録） 

〇 日時   平成 30 年 9 月 14 日（金）午後 7 時 00 分～午後 8 時 27 分 

〇 場所   当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」多目的ホール 

〇 出席委員 坂野委員（座長）、澤崎委員、前田委員、小野寺委員（代理）、工藤委員、 

矢野委員、加我委員、中梶委員、平野委員、小林委員、佐藤委員、 

       高取委員 

〇 オブザーバー 合田氏（石狩振興局保健環境部保健行政室長） 

〇 事務局  保健福祉課長、保健福祉課主幹、健康推進係長他 

〇 関係部署 介護課長、介護支援係長、子ども未来課長 

 

【開会】 

（事務局） 

只今より第３回当別町の地域医療のあり方検討会議を開催いたします。議事進行につき

ましては坂野座長にお願いします。 

（座長） 

今回の会議資料ですが、委員の皆様には事前に資料を配布させていただきました。お目通

しいただいたと存じますので、資料の補足がありましたら事務局からご説明お願いします。 

 

[事務局より資料の説明] 

 

（座長） 

資料１、資料２につきまして何か質問ご意見ございましたら、発言をお願いします。 

 

（委員） 

輪番制の休日当番医のやり方は、２万人以下の自治体、公立病院の有無で違いがあると思

うので、後日教えていただきたいと思います。 

 

（座長） 

事務局で補足の資料として、後日、情報提供していただきたいと思います。他によろしい

でしょうか。 

それでは、資料３になります。今まで２回に渡って色々議論をしてまいりました。今まで

の議論を受けて我々検討会議のメンバーとしては、町が施策として実施してもらいたい事

柄を意見として出していきたいと考えています。 

この秋の定例議会が９月１９日から１０月５日までの会期で開かれると伺いました。で

きるだけ我々の意見を議会で取り上げていただけるなり、この先何らかの政策として検討

していただけるように、出していけたらいいと思っています。 
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資料３は、こういうことを町に検討していただきたいという形での原案となっています。

最初には「 総括的意見」があり、２ページ目以降に「 分野別意見」ということで３つの

領域に分けてまとめてあります。総括的意見は後回しにして、２ページ目の分野別意見につ

いて、委員の皆さんからのご意見を一言づついただければと思います。分野別意見を委員の

皆さんからご意見いただきますと、恐らく総括意見の修正や追加が見えてくると考えまし

た。 

また、「当別町の地域医療のあり方検討会議の主な検討項目について」は、「 町内に必要

な医療」、「 医療と介護の連携に必要なこと」、「 初期救急医療の維持に必要なこと」の大

きく３つに分類し議論することで確認されたと考えます。 

まず分野別意見の「町内に必要な医療」、「町民の医療ニーズに応える新たな医療を確保す

ること」で、主な取り組みが２つありますが、ご意見がございましたらお願いします。 

 

（委員） 

大きな流れは、在宅医療体制を充実するということだと思います。医療機関として支える

ことができるのは、やはり普段病態が分かってみている患者さんで、これらの方は、責任を

持って対応できますが、新たにお願いとなると、家族関係を含めて難しいところがあります。

ですから色んな論議が必要なのかなと思います。 

 

（委員） 

前回会議からの繰り返しになりますが、個人・民間だけではやはり限界があって、町民の

ためを考えれば、公的な機関が関係しなくてはならないというのも当たり前と思うのです。 

大事なことは公的な機関が実施していくべきで、例えば防災もそうです。防災を民間任せ

では勿論いけないし、医療というのは命にかかわることなので、やはり大事なことだと思い

ます。町に頑張ってもらうしかない。 

 

（座長） 

その点に関しては、また後で述べさせていただきますけども、この検討会議終わった後、

具体的に町でどういう政策を立てていくかという時に、新しい医療の体制をどのように町

として組み立て直すかを具体的に考えてほしい。ということを付け加えさせてもらおうと

考えております。 

 

（委員） 

民間でできないことは、町でやらなくてはならないのではないかと思っています。核とな

る医療施設の整備、民間誘致とはありますが、ここには町立という単語は出ていません。 

とにかく切羽詰まっているので、まず民間誘致を進めることは、それはそれとして急いで

やっていただくとして、将来的には町立ということを目指していくことをこの会議の場で
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は確認できたらいいのではないかなと思いました。 

もう１つは、医療施設の整備とは、どこまでの整備なのかあいまいなので、しっかり「病

床の確保」も書いていただきたいと思います。 

 

（委員） 

前回、有床診療所が必要だと申し上げていますが、そこは明記していただきたいと思う。 

また、議員もそうですが、医療に携わっていない方に実情を伝えるのであれば、訪問診療

が必要な理由として、訪問診療の対象となる人は町内にどのくらいおり、必要な人数の中で

どのくらいの方が既存の札幌の施設にお世話になっていて、町内に訪問診療を必要として

いる人がこの程度いるので、医療従事者が何人足りないということを、根拠を持った数字で

出していただいたら良いと思うのです。 

がんの終末期ケアができる医師が必要だということに関しても、町内でどれくらいの方

が対象者に含まれるのか、その人数が、医療従事者でない方がこのことを議論するには必要

だと思いました。 

 

（座長） 

このまとめに添付資料でグラフを作るというよりも、文章の中にうまく入れて、現在この

くらいの人数で、このような患者さんがいて、こういうニーズがあるというような具体的な

文章にした方が良いと考えます。 

 

（オブザーバー） 

医療を確保していくという視点で意見を述べさせていただきますと、病床については、札

幌圏域では、元々オーバーベッドで新たに病床付きの診療所は建てることができない状況

だということをお話しておきます。 

この議論の中で病床付きの有床診療所をご希望されているのであれば、今の手続き上、札

幌圏域では、これから新たな有床診療所は開設許可にはならないということを押さえてい

ただきたい。 

それで、今の国の政策や道の政策の中での課題は、お医者さんが圧倒的に地方に行くと足

りなくなるということです。札幌市内には十分いるのですが、外れるとやはり厳しい状況が

続いてる。それで在宅医療を今後進めていく中で一番必要なのが、やはり医師確保というこ

とです。今まで町は医師確保についてあまり触れてきてない部分ですが、ここに行政として

関わっていくことが必要だと思っています。 

在宅医療の体制構築は時間かかるので、まず医師を確保した上で、在宅の体制であり終末

期の医療の取り組みを進めた方が順番としてはいいと思います。 
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（座長） 

ご助言ありがとうございました。ヒントをいただいたように思いますけども、今の病床の

確保が当別町内でできないということになると、根本的に方向転換が必要なのか、その辺り

を町としてどのように考えているのか、しっかり整理して町民に提示することが必要かと

思います。 

 

（委員） 

町内の患者さんの動きも含めて、少し整理して載せると誰でもがわかるような内容にな

るのかなと思ったことと、これから将来の当別の地域医療体制を考えるときには、在宅医療

とか看取りも含めた内容でしっかりと医療体制を組んでいくことが一番大事であると思い

ました。 

 

（委員） 

私も、有床の病院があるとすごく安心かなと思ったのですが、行政の方からそういう意見

をいただいて難しいということがわかりましたので、そこに視点を置くのではなくて、在宅

医を増やすことが必要になると思いました。 

これから在宅医療を担う医師を増やすためにどうしたら良いかとなるかと思いますが、

町内のニーズをデータ化し、議員に判断してもらう資料として必要かなと思いました。 

 

（委員） 

訪問診療の充実ということを思っていますので、もう少し医療機関が多くなった方がい

いと思います。やはり町立でという皆さんの意見であれば、そのような文言も載ってもいい

と思っています。 

医療機関に受診するとき、なかなか交通機関がないということも反映されていますので、

今は有償ボランティアでやっている部分がありますが、そういうことも充実するというこ

とが伝われば良いかなと思ったりします。 

 

（委員） 

かつてスウェーデンヒルズの中に道新研修センターがありまして、これはそっくりその

まま介護ケア施設として使いたいというオファーも何件も受けましたが、「当別町はもう一

杯だからそういうものはいらない」と、それは断られました。現在 CCRC というお話が出

てまいりますけども、その実現も当別町としても政策の中に入っておりますので、そちらの

実現も当別町には努力していただきたいと思います。以上です。 

 

（座長） 

CCRC という観点から医療をどのように考えるかは一つの着眼点であると思います。 
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町で CCRC の検討も進んでいる最中ですが、医療の問題も同時に積極的に考えていただ

きたいと、そちらにも情報提供できればいいと思いました。 

 

（委員） 

私は、先ほどの民間誘致の話の際にでていましたが、民間の経営体力だけではやっていけ

ないと思いました。 

例えば新規のベッドをつくるのは難しいというお話をいただきましたけども、民間で例

えば札幌圏域で眠っているベッドを当別町に持ってきて再開するということは可能だと思

います。 

実際ベッドがいくつ必要かという部分と、看護師、医師の確保をするとなると年間人件費

だけで億単位かかってくると思いますが、それらを町は、実際どれくらい考えているのか。 

 

（座長） 

質問ですが、今、話にでていました札幌圏の眠ってる病床を当別町へ移すことは可能なの

でしょうか。 

 

（オブザーバー） 

手続き上は可能です。新たに病床を持つというのはオーバーの地域ですから無理ですが、

現在札幌で有床のクリニックを持っていて、それを当別に移したいというのは何ら増減が

ありませんので、手続き上は可能です。 

それともう一つ、最終的に北海道医療審議会で審議することになりますが、届出有床診療

所の手続きというのがありまして、新たに病床を増やすその要件の中には、救急医療、周産

期医療などあるのですが、その一つとして地域包括ケアの核になる有床診療所を認めると

いう手続きもありますので、全く駄目というお話ではありません。 

本当に地域包括ケアの核になる診療所が必要なのかという理由付けをしっかりしなけれ

ばなりませんので、その理由がしっかりしていれば、手続き上はイレギュラーですが可能で

はあります。 

 

（座長） 

例えば、その現在持っている民間医療機関のベッドを、当別町へ移すという時に、公的な

病院であっても問題ないのですか。 

 

（オブザーバー） 

同じ法人間で移さなければいけません。 

地域包括ケアをやりたいという理由があれば、届出有床診療所の手続きは進んでいきま

す。診療所ですから上限は 19 床となります。 
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（委員） 

町内に必要な医療というところで、有床が必要なのかなとは思っていましたが、これまで

の話を聞いた中では、新たに議論していかなければならないっていうことですね。 

他の委員のご発言のとおり、町主導での何かしらの対策を考えていかなければならない

と思います。 

 

（委員） 

②番のところですが、私が今の立場で携わっている方は、町内の診療所とか皆様のところ

も受診させていただいて、それで連携がうまくとれ、しっかり医療を受けている方もいるの

ですが、やはり江別や札幌などの医療圏域も活用されている方が非常も多いということと、

そういう方々も年齢を重ねられて、JR を利用していたが今後はタクシーで行くしかないと

いう状況も多々ありますので、大きなところとして病床の確保の議論が必要ですが、近々の

ところとしては、通院の手段の確保が必要ということを強く感じております。 

 

（委員） 

町の態度がどうもすっきりしないと思うのは、ベッドを作らないのは、作れないから作ら

ないのか、今言っていたように地域のベッドが無理だから作れないからなのか、それとは全

く関係なく何か他に理由があって作らないと、どれなのかなというのがわからないのです

けど、それを町の考えとしてこの際はっきりしてほしいと思います。 

その気にさえなれば話にでている通り、様々な手段を通じて、一気にではなくても少しず

つベッドを当別に移行して積み上げていくこともできそうな感じがします。堀江病院がな

くなって、この規模の町で公的な病院とかベッドがないということほとんどないと思うの

です。北海道では、公的な病院があるのが８７％だと聞いていますから、すごく不自然な状

態だと思うのです。 

将来的にはベッドを持つ方向で皆で頑張っていこうというスローガン的なものを理想論

で良いけれども、出してほしい。何年後に実現するかわからないけれども、それを目指して

皆でいくとなると方向性ができるのではないかなという気がします。 

 

（委員） 

町に町立の診療所或いは施設ができたときに、そこで働く人たちは、町に住んで勤めるの

が望ましいと思うのです。これだけの人が実際は町の中で働きたいと思ってるから、こうい

う施設を作れるのではないかという、一つの根拠にもできるのではないかと思います。 

医師は札幌から呼ぶという雰囲気がありますけど、支える人たちが町の中に恐らく多く

いるのではないかと思いますので、その人数を出していただければいいと思います。 
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（座長） 

皆さんからの意見をまとめると、１つ目は、町民の医療ニーズに応える新たな医療体制、

町としてどのようにやろうとしてるかという基本方針をはっきりと示して欲しい。或いは

それに関係する様々な情報を開示して欲しい。 

２つ目は、町がリーダーシップをとって民間の医療機関を誘致するのか公的なものとし

てやるのか、どちらにしてもきっちりと医療体制を確保して欲しいということ。具体的には

医師の確保、在宅体制をどうするか、或いは地域包括支援センターを中心とした医療体制を

どうするか、それとの絡みの中で病床をどのように確保する見通しを持っているのか具体

的に考えて欲しいということ。 

３つ目は、それらをやるに必要な患者さんの動き、或いは医療スタッフの動きといった

様々な根拠を町としては正確に把握していただきたい。 

このようなところが追加で出たご意見としてまとめることができるかなと思いましたが、

主な取り組みに追加するような形で修正をしてみようと思います。 

続いて医療と介護の連携に関しての意見等ございましたら、お願いします。 

 

（委員） 

実際には、町内の病院にかかって連携させていただき、訪問看護も利用している方々も沢

山いらっしゃるので、そこは一定程度連携をとれていると思うのですが、ここに書かれてい

る看取りを含めた在宅医療になってくると、難しいのではないかというご相談を受けるこ

ともありますので、この在宅医療体制というところが課題としては大きいところです。 

 

（委員） 

介護施設として入所している方の看取りを行っている今の体制は、今後も変わらず進め

ていきます。ただ、看取りをやっている中で、在宅に帰せない、在宅に帰しても何も医療資

源がないというところが課題で、今後の町としての考えを示してほしいと思います。 

 

（委員） 

今、特養の退去入所待ちの方が多い中で、特養は絶対数が足りていないということを感じ

るのですけれども、町には、今の特養を増やすのか、地域密着型の特養 29 床を増やすのか、

町内で最期を看取れるという形で、介護との連携も増やしていく考えがあるのかというと

ころをお聞きしたいと思います。 

 

（委員） 

人材の確保では、介護の分野でも本当に困っているので、人材を養成する段階で、町の奨

学金のような支援がもらえるなど、人材の確保に予算をかけることもあればと思います。 
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（委員） 

訪問介護のニーズが高いのですが、巡回型で行っている町の事業所がないので、例えば一

人暮らしの人とか高齢の二人世帯とか、夜中に排泄の介助や見回りができるところが必要

だと感じています。 

 

（委員） 

地域の方々との連携は、一人一人の状況に合わせたケース会議を町内の関係者で行うこ

とで、とれていると思います。しかし、在宅とか看取りというと、まだ連携が充分ではない

ということは感じています。その辺の連携と必要な資源については、しっかりと考えていく

必要があると考えています。 

 

（オブザーバー） 

地域包括ケアのシステムの構築は、医療と介護と全部トータルでやっていかなくてはな

らないというのは、国の政策でもあり道の政策でもあるのですが、この地域で純粋に在宅が

できるのか、地域の環境を分析された方がよろしいかなと思います。例えば、農繁期の家族

の看護に困難を抱えるなどの人たちが多ければ在宅は厳しいのかなと思います。 

国が進める在宅の定義は、患者が自宅ではなく施設で療養しても在宅の一種と捉えられ

ていて、その人にとって一番良いサービスの提供であることが根底になっています。 

多職種連携については、様々な職種の人が一堂に会して話をすることで、その人に合った

良いサービスが提供できるとの考えに立って進められていますが、この連携は、誰かがリー

ドしなければなりません。 

この地域は、医療を受けるために札幌に行く方が多い。でもご家族の希望とすれば札幌に

入院させているけど、ある程度になったら戻したいという希望が強いのかどうなのかとい

うのもわかりません。札幌が近いからそのままでいいと思ってるかもしれませんし、ニーズ

を何かの機会にアンケートなどである程度把握しながら連携していくことが必要です。 

その結果により合理的なサービスが提供できると考えられるので、これは行政が主導し

て進めることだと思っております。 

 

（委員） 

この医療と介護と福祉の連携は、この中にいる当事者でないとわかりにくいと思います。

まずは絵を描いてもらって、連携とは一体何かということが、議員に理解してもらうものが

必要と思います。その上で看取りができないとか見回りができないとか様々な要望を実際

の現実に照らしてわかるように示していただけると、議論するときに分かりやすいのでは

ないかと思います。 
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（委員） 

連携と一言で言われても中々わからないという感じがします。ただ、日頃から顔が見える

関係が持てるようになりたいとは思っております。 

 

（委員） 

要はよくわからないのです。今はゆとろの方が中心となって色々頑張ってやっておられ

ますが、患者さんの個々の事情やこちら側の事情があって連携をとるにも非常にわかりず

らいということです。 

個人の意見としては、例えば当別町包括医療センターというもっと高次の機関をつくり、

全部そこで診て、必要な知恵出していただく。そうしたものをつくらないと誰も分からない

まま進まないのではないかと思います。 

 

（委員） 

看取りは、頼まれたこともあるのですが、財産関係問題が目の前でおき、ストレスという

か圧迫がきます。生半可にいいですよとは言いにくい。議員には勉強していただいて地域の

実情をしっかり把握して欲しい。そういう議会活動をしていただければ色々とあぶり出さ

れて前進すると思います。 

 

（座長） 

今最後に仰られた、議員にもっと勉強してもらいたいと、これは今回の検討会の報告だけ

ではなく、ここに含まれる項目とは別に行政と町議会も含めて、もう一度町の実情について

目を通して欲しいという意見は、総括意見のどこかに追加できると感じました。 

今、頂戴しましたご意見を私なりにまとめてみると、１つは当別の地域性を踏まえた住民

ニーズについては、もう一度町としてしっかりと押さえていただきたいということ。 

それから、現在当別で看取り、在宅医療、特養関係、訪問介護、訪問看護が、どのような

現状で行われているかをもう一度町に整理していただきたいということ。 

それから、連携を具体的に考える中で、その業務を、いわゆる地域包括支援センターでや

るのか、或いは別なところでやるのか。各所の連携が図れるようなキー組織の構築、そこで

の人材確保をきっちりとしてもらいたいということ。 

それから、多職種連携に係る人材の確保、或いは人材の養成を町として考えて欲しいとい

うこと。 

それから、各種様々な施設・機関等が連携するところにご家族、当事者がどのように関わ

れるかというところにもう一度目を向けていただきたいということ。 

これらを追加で入れられるように事務局と調整していきたいと思います。 

初期救急医療の維持ということに関して、主な取組意見等のところで２つまとめてみた

わけですが、ご意見ありましたらお願いします。 
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（委員） 

初期救急と言っても、小児科・内科、それぞれで違います。診れない範囲は、江別市立病

院の小児科とか大きな病院へお願いしなくてはならない。恐らく１００人のお子さんがい

て、その内の１０人くらいは大変だということになると思います。そのようなことから初期

救急では、大きな病院とか基幹病院と連携がないと成り立たないということです。 

ですから、医療費を下げるという意味では、国全体としてベッド抑制が一番医療費を下げ

るのでしょう。でも、そのとばっちりを我々の地域医療が受けている。地域包括ケアなどの

要求があればベッドはできるという仕組みは残っているので、地域の連携でそのようなこ

とをやっていただければ初期医療の体制は作れるかなと思います。 

 

（委員） 

今一番問題になってるのが、堀江病院がある時は初期救急を３６５日やっていたのに病

院がなくなった途端、日曜日しかやっていないことです。今日の資料２を見ると、今年の日

曜日の患者は７人くらいです。この数字を皆さんどう見るかということですけども、私は非

常に少ないと思います。 

人間２～３００人いたら１人くらいは熱がでたとか、痛いとかの症状がでると思います。

当別は、１万５千人くらいですから、そうすると日曜日に５０人くらいは、病院に罹りたい

と思っているはずですが、７人しか当別の医療機関を利用していないという現実です。 

これは平均ですから多い日もあれば少ない日もある。この前の日曜日は３人しか来ませ

んでした。毎日当別町に当番病院をつくれば済む問題なのかということに少し疑問を感じ

てまして、私は、救急は質の問題だと思います。 

２０年前は、２０～５０人の患者さんが当番医を受診してくれまして、平均３０人くらい

です。今は医者は同じなのにわずか３人です。 

我々が頼りないから皆来なくなったという考え方も勿論あるかもしれないですが、冷静

に考えてみれば２０年前は、私も針糸を用意して怪我した人の縫合をしたりしました。 

今は怪我、子供は全く来ません。それから救急車でくるような重症な患者は来ません。命

に関わるような人は来ません。平均が７人という、この現実をどう考えるかということを皆

さんも町も考えてほしいと思う。 

医療の質も変わってきまして、子どもは小児科専門医、怪我は外科専門医、胸が苦しいと

いったら循環器専門医、変なめまいするとかしたら脳外科医。そういう時代になっているの

です。ただその時代にあって当番医だけ無理して当別で続けていくことが、どれだけの意味

があるかというのも考えた方がいいのではないか。 

実績は異常に少ない。町民は当別の医療機関を当番医としてはあまり当てにしていない、

というのが現実ではないかと私は感じます。 
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（委員） 

実際にかかられてる患者数は、今言われた通りです。インフルエンザなどが流行ってくる

と、２０人近く来たりすることもあります。私は、町内にこの当番が開いてるという安心感

はあるだろうと思います。 

ただ、怪我したというのは電話の時点で違うところを紹介するし、子どもでも乳幼児はお

断りしていますが、そのようなことも町の人たちは段々感じてきてるのではないか。 

ですから、昔は人数がいた時はあっても、今はこんな状況になっている。今は日曜日しか

できてないですが、町から救急の当番を全て無くしてもいいものなのか。 

足の問題で言えば札幌、江別に行くというのはお年寄りにとってはかなり大変だし、実際

に札幌や江別に行く人も我慢していたりだとかして、それほどいないと思う。 

患者の人数が少ないというものその通りですが、町内には当番病院を残した方がいいだ

ろうと私は思います。 

 

（委員） 

１日に何台救急車が動いてるかは、記載したらいいかと思います。実際はこれだけの救急

患者が町内から発生しているということがわかるといいと思います。 

札幌市の医師会は、皆で順番に準夜帯とか夜間に救急やってますけれども、もう本当に大

変で、皆もうやりたくないと言いながらボランティア精神で担っているわけです。ですから

本当に１日７人で、多くて２０人だということであれば、その人数は決して救急医療を担う

担当医にとっては多くはない。そういう意味では例えば札幌医師会と連携をとって救急当

番医を募集するだけでも、札幌市は辛いけども当別だったらやってもいいかなという医師

は多分沢山いると思うので、実情をしっかり提示すればこの日は手伝えますという医師も

出てくるのではないかなと思う。 

 

（オブザーバー） 

初期救急は我々行政から言えば、なくてはならないものだと考えています。 

すでにお考えのことと思うのですが、当別町はこの日は内科が診れます、小児科が診れま

すとか、お知らせをしていくと、患者としては、先生の担当ではないから違うところ行かな

くてはならないとか、当番医の活用方法が変わってくると思いますので、そういう工夫をな

されたら良いと思います。 

利用が少ないという原因は、適正利用を心がけていただいていて、むやみやたらに休日に

行ってはいけないと思ってるのかもしれませんし、７人というのが、良いのか悪いのか分か

りませんが、啓発がしっかり実ってるとも考えられる。 

いずれにいたしましても初期救急として診れるものと診れないものを町民に伝えること

で、町民が様々な選択肢を選ぶのではないかなと思っております。 
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（委員） 

今年から４つの内科系の先生方に日曜日を毎月１回ずつお願いしているというような状

況で、今輪番制を組んでいただいています。本当に大変なご苦労をかけていると重々承知し

ているところです。 

当別町が江別医師会に属しているので、今も、江別市内の内科、小児科などの当番医も町

民にお伝えしながらやっているということでは、当別町の中だけで初期救急の全てを担う

ことは考えられないというのは当然のことです。 

初期救急は、データを出しながら検討を続けなければならないです。 

 

（委員） 

町民にとっては、やはり休日に近くの病院が開いてるのは大きな安心につながると思う。 

町民の選択に、町内の病院にかかるか、または怪我だったら違うところへというのがある

と思うので、当番医は続けていた方が良いのかなと思います。 

 

（委員） 

私は当別の消防が行っている救急体制は素晴らしいと思います。スウェーデンヒルズも

１０分以内には必ず救急車が来てもらえます。 

また、ドクターヘリは非常に有効で、スズメバチに作業員が刺された時、ドクターヘリを

呼んで助けていただきました。また、心臓発作を発症した住民がでた時も３０分以内にドク

ターヘリが到着し、搬送していきました。 

そこで提案ですが、当別町でドクターヘリの着陸ができるようにヘリパッドを設けてい

ただければと思います。それを図面で提供すると、より迅速にその場所に来ていただけると

思います。町も土地の持ち主と調整した上で指定するだけかと思いますので早急にできる

かと思います。 

 

（委員） 

この案に記載されている内容と皆さんの意見が違ってきたのかなと思います。書き直す

際には、もう少しわかりやすく明示していただけるとよろしいかなと思います。 

 

（委員） 

当別町の初期救急医療体制に関しては皆さんが仰った通りだと思います。救急医療の適

正利用を町民に啓発するっていうところは非常に重要なところだと思います。 

 

（委員） 

基本的には皆さんと同じですが、やはり高齢者であれば勿論選択をするということも大

事ですが、できれば何とか町内でできるという環境は最低限は確保をしていただけたら有
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難いと感じております。 

 

（座長） 

貴重なご意見ありがとうございます。 

１つは、町の中で初期救急医療に対してどういうニーズがあるのか、或いは、現状はどう

なっているのかを町としてもう一度整備をしていただきたい、というところ。 

それから、初期救急の取組に関しては、現実的に救急の当番していただいている先生方の

組織化、システム運用というのもあるでしょうし、同時に、やはり適正な啓発活動を通して

町民に安心感を持っていただく、安心して当別に住めるというところをやはり啓発してい

ただく、その辺りをもう一度町として再整備をお願いしたい。 

それから、基幹病院との連携、或いは当別町だけではなくその広域間の連携、特に医療機

関でいくと江別市との連携或いは札幌圏との病院との連携、別の問題を含んでくると思い

ますけども、いずれにしても当別町だけではなく広域との連携を町としてどう考えている

のかというところを明確に方針として出して欲しい。 

以上、大きくまとめられるかなと考えました。 

 

（委員） 

追加で２点ほど。まず１つは、大変ありがたいことですが、札幌から医者が来てくれるか

もしれないという話です。問題は医者ではなく、どこで当番医をやるかという場所にありま

す。それからコメディカル。看護師、事務はどう対応するかということです。 

そこで、当別町で救急医療センターを場所としてどこかに設置していただき、そこで実施

してもらうというのが一番現実味があり、町にはそれも検討してほしいと思います。 

今輪番制でやっていますが、町内のどこかに初期救急の場所をつくり、固定して実施して

いただくというのが１点です。 

もう１点は、当別の場合は冬が大変ですので、やはり夏と冬は分けて考えるべきだと私は

思っています。吹雪で遠くにいけない時、インフルエンザの流行る時期と今のような夏は別

個に考えないとならないと思います。 

 

（座長） 

人材の確保だけではなく、いわゆる施設設備の確保、ソフトウエアとハードウエア両方の

確保、人的なことと物理的な部分の整備をどうするか。 

それから、冬季と夏季を分けて考えることは、今まで２回の議論で出てこなかった視点で

す。冬には冬の特徴があり、夏には夏の特徴がある。恐らく連携を組むにも季節性があると

思いますので、その辺はやはり考慮していただきたい。 

こちらで原案をつくってみましたが、分野別意見は、委員の皆様から頂戴しましたご意見

をこの項目の中に反映できるように工夫をしてみたいと思います。 
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総括的意見は、各論の中の共通項を上げていくと総括的意見として再生できるかなと思

いますが、あらかじめお配りしていたこの総括的意見に関して意見ございましたらご発言

いただけますでしょうか。 

 

[発言なし] 

 

そうしましたら、この後の進め方ですが、冒頭で申し上げたように、できれば議会で議論

をする時、この検討会議の報告内容を承知した上で進めていただきたいとは思いますが、町

は、これを具体的な政策に落とし込む様々な検討作業に入っていただければと思います。 

恐らく今年度の下半期のないしは次年度以降の課題になろうかと思いますが、具体的な

政策としてぜひ立案していただきたいということを総括意見の中に付け加えて、検討会議

のまとめ案を早急に加筆修正しようと考えます。 

報告書は、町長宛に出しますが、できるだけ速やかにまとめてみたいなとは思います。 

その取りまとめは、事務局と座長で意見交換しながら原案を作ってもよろしいでしょう

か。それをもう一度皆さんにお目通しいただけますか。よろしいですかね。 

 

[座長に一任の声あり] 

 

そうすると先ほどの議論は、私はまとめてみましたけども、それをうまく報告書の中に入

れ込むよう事務局と意見交換しながら作成し、町長に提出させていただこうと思います。 

また何かの皆さんに助けていただくとかあるかもしれませんので、その時はぜひご協力

をお願いしたいと思います。 

比較的短期の間に３回、皆さんご多忙の中ご参集いただき色々議論ありがとうございま

した。事務局から追加でありますか。 

 

（事務局） 

事務局からは、特にございません。 

 

（座長） 

委員の皆さんから何かありますでしょうか。 

 

（委員） 

私は、この会議の１番最初に、この会やって何になるのかなみたいなことを発言したよう

に思います。 

でも、終わってみると非常にまとまった良い会になって本当にやって良かったと思いま

す。これもひとえに座長のご尽力だと思います。これだけ雲をつかむようにどこからついて
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いいかわからないような議題を本当によくまとめて下さいまして、本当にご苦労様でした。 

 

（座長） 

またこういう機会に、この話題これで終わるのではなくて恐らく具体的に政策を考える

機会ができるだろうと町に期待していますので、その時にまた皆さん方にお出ましいただ

くとか機会があるかもわかりません。その時にはぜひ宜しくお願いしたいと思います。これ

で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

（事務局） 

この度の検討会議は、この３回をもちまして終了ということになります。皆様からのご意

見は、貴重な提言と捉えて、尊重させていただくとともに、施策の反映に向けた検討を進め

ていきたいと思っております。 

これからも様々な機会を通じてご意見やご提言をいただく機会もあると思いますので、

その際には、宜しくお願いいたします。 

お忙しい中、貴重なお時間を割いていただき感謝申し上げます。 
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